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緑
資
源
機
構
の
林
道
整
備
を
め
ぐ
る
入
札
談
合
に
係
る
証
拠
品
を
東
京
地
検
が
紛
失
し
た
件
に
関
す
る
質
問
主

意
書

一

二
〇
〇
七
年
五
月
十
二
日
付
の
北
海
道
新
聞
三
十
五
面
に
「
林
道
談
合

東
京
地
検
が
証
拠
紛
失

公
取
委
押
収
物

捜

査
に
影
響
も
」
と
の
見
出
し
で
、

「
独
立
行
政
法
人
『
緑
資
源
機
構
』
の
林
道
整
備
を
め
ぐ
る
入
札
談
合
で
、
東
京
地
検
特
捜
部
が
公
正
取
引
委
員
会
の
押

収
し
た
証
拠
品
を
庁
内
で
紛
失
、
証
拠
品
は
誤
っ
て
溶
解
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
十
一
日
、
関
係
者
の
話
で
分
か
っ
た
。

特
捜
部
で
の
証
拠
品
の
紛
失
、
誤
処
分
は
極
め
て
異
例
。
紛
失
し
た
の
は
公
取
委
の
押
収
物
の
原
本
と
み
ら
れ
、
捜
査
に

影
響
が
生
じ
る
可
能
性
も
あ
り
、
ず
さ
ん
な
管
理
態
勢
が
問
わ
れ
そ
う
だ
。

関
係
者
に
よ
る
と
、
複
数
の
段
ボ
ー
ル
箱
に
詰
め
ら
れ
た
証
拠
品
が
四
月
下
旬
、
公
取
委
か
ら
東
京
地
検
に
搬
送
さ
れ

た
。
整
理
す
る
段
階
で
、
う
ち
一
部
の
所
在
が
箱
ご
と
分
か
ら
な
く
な
り
、
そ
の
後
、
地
検
の
清
掃
業
務
を
請
け
負
う
業
者

が
誤
っ
て
廃
棄
し
た
こ
と
が
判
明
。
既
に
溶
解
処
理
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
入
札
談
合
は
、
機
構
の
担
当
理
事
が
中
心
に
進
め
る
『
官
製
談
合
』
の
疑
い
が
持
た
れ
て
お
り
、
公
取
委
が
四
月
十

九
日
、
独
禁
法
違
反
（
不
当
な
取
引
制
限
）
容
疑
で
同
機
構
本
部
と
受
注
側
十
社
の
強
制
調
査
に
着
手
。
特
捜
部
へ
の
刑
事

一



告
発
に
向
け
詰
め
の
調
べ
を
進
め
て
い
る
。
紛
失
し
た
証
拠
品
は
、
こ
う
し
た
過
程
で
押
収
し
た
帳
簿
類
な
ど
と
み
ら
れ

る
。独

禁
法
違
反
の
調
査
で
は
、
ま
ず
公
取
委
が
調
べ
て
刑
事
事
件
に
す
る
べ
き
だ
と
判
断
す
れ
ば
、
検
事
総
長
に
告
発
す
る

『
専
属
告
発
』
制
度
に
な
っ
て
い
る
。

た
だ
実
際
に
は
、
脱
税
事
件
で
の
国
税
当
局
と
の
関
係
と
同
様
、
事
前
に
情
報
交
換
な
ど
連
携
す
る
こ
と
が
多
く
、
今
回

の
ケ
ー
ス
で
も
特
捜
部
は
既
に
、
関
係
者
か
ら
事
情
聴
取
を
進
め
て
い
た
。

最
高
検
に
よ
る
と
、
検
察
が
押
収
し
た
証
拠
品
で
は
昨
年
、
保
管
し
て
い
た
覚
せ
い
剤
を
求
刑
前
に
廃
棄
す
る
な
ど
計
四

件
の
誤
処
分
、
紛
失
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
警
視
庁
捜
査
一
課
が
二
月
、
東
京
都
渋
谷
区
の
短
大
生
（
二
十
）
が
殺
害
さ
れ
、
遺
体
を
切
断
さ
れ
た
事
件
で
、

凶
器
と
さ
れ
る
木
刀
や
の
こ
ぎ
り
な
ど
四
点
を
紛
失
し
た
と
発
表
。
担
当
者
を
処
分
し
た
。

お
わ
び
す
る
ほ
か
な
い

東
京
地
検
の
岩
村
修
二
次
席
検
事
の
話

職
員
が
公
正
取
引
委
員
会
か
ら
預
か
っ
て
い
た
証
拠
物
の
一
部
を
誤
っ
て
紛
失

し
、
廃
棄
さ
れ
る
事
態
が
生
じ
た
の
は
事
実
だ
。
当
方
に
全
責
任
が
あ
り
、
お
わ
び
す
る
ほ
か
な
い
が
、
詳
細
に
つ
い
て

二



は
、
い
ず
れ
あ
ら
た
め
て
説
明
し
た
い
。
」

と
の
記
事
（
以
下
、
「
北
海
道
新
聞
記
事
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。

二

「
北
海
道
新
聞
記
事
」
に
あ
る
よ
う
に
、
独
立
行
政
法
人
「
緑
資
源
機
構
」
の
林
道
整
備
を
め
ぐ
る
入
札
談
合
で
、
東
京

地
検
特
捜
部
が
公
正
取
引
委
員
会
の
押
収
し
た
証
拠
品
を
庁
内
で
紛
失
し
、
証
拠
品
が
誤
っ
て
溶
解
処
理
さ
れ
て
い
た
と
い

う
の
は
事
実
か
。

三

二
が
事
実
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
不
祥
事
が
起
き
た
原
因
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
如
何
。

四

二
の
不
祥
事
に
関
連
し
て
、
関
係
者
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
分
が
下
さ
れ
た
か
。

五

「
北
海
道
新
聞
記
事
」
に
、
岩
村
修
二
次
席
検
事
の
コ
メ
ン
ト
（
以
下
、
「
岩
村
コ
メ
ン
ト
」
と
い
う
。
）
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
が
、
「
岩
村
コ
メ
ン
ト
」
に
対
す
る
政
府
の
見
解
如
何
。

六

「
岩
村
コ
メ
ン
ト
」
に
「
い
ず
れ
あ
ら
た
め
て
説
明
し
た
い
。
」
と
あ
る
が
、
岩
村
修
二
次
席
検
事
か
ら
国
民
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
説
明
が
あ
っ
た
か
。

右
質
問
す
る
。

三


